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熊本県男女共同参画推進員設置要項 

 

（趣 旨） 

第１条 この要項は、熊本県男女共同参画計画に定める、各地域で地域主導による

男女共同参画社会づくりを進めるため、地域ネットワークの核となる男女共同参

画推進員（以下「推進員」という）について必要な事項を定める。 

 

（活 動） 

第２条 推進員は、自主的かつ自発的に次に掲げる活動を行うものとする。 

（１）地域等において男女共同参画に関する普及啓発・情報提供を行うこと。 

（２）熊本県や市町村が行う男女共同参画施策の推進に協力すること。 

（３） 熊本県男女共同参画推進条例第２３条に規定された苦情に該当する相談を

受けた場合は、その内容を県に連絡すること。 

（４）熊本県、市町村、事業所等に対して、男女共同参画社会の形成の促進に向け

た提言、要望等を行うこと。 

（５）その他、地域における男女共同参画の推進に必要なこと。 

 

（各種関係団体等との連携） 

第３条 推進員は、市町村、男女共同参画推進団体、各種団体等と緊密な連携をと

り、活動するものとする。 

 

（選 任） 

第４条 熊本県は、以下の対象者のなかから推進員を選任し委嘱する。但し、熊本

市内を主な活動の地域とする者を除く。 

（１）熊本県が行う「男女共同参画社会づくり地域リーダー育成研修」の修了者の

うち、選任を希望する者 

（２）広く地域の実情に通じ、男女共同参画の推進に関して熱意と認識を持つ者と

して市町村長が推薦した者 

（３）その他、男女参画・協働推進課長が適当と認めた者 

２ 第１項に該当する者であっても、国・地方公共団体の議員、職員である者は、

推進員として選任しない。 

 

（委嘱期間） 

第５条 推進員の任期は２年とする。ただし、同任期は委嘱状を交付した日の属す

る年度の翌年度末をもって終了するものとする。 

２ 地域の実情に応じ、市町村長が特に推薦する者等については、再任を妨げない。 

３ 県は、推進員が次の各号の一つに該当すると認められる場合は、委嘱期間満了

を待たずに選任を取り消すことができる。 

（１）転居その他の事由により活動に重要な支障が生じる場合 

（２）本人から辞退の申出があった場合 
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（３）委嘱後、国・地方公共団体の議員、職員となった場合 

（４）第７条に規定する禁止事項に違反した場合 

 

（委嘱状） 

第６条 推進員には、委嘱状を交付する。また、その活動に当たっては、必要に応

じ当該委嘱状を携帯するものとする。 

 

（禁止事項） 

第７条 推進員は、その活動に通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 推進員は、その地位を営利、政治及び宗教目的のために利用してはならない。 

 

（研修等） 

第８条 熊本県は、推進員の活動が円滑になされるよう、次に掲げる支援を行うも

のとする。 

（１）推進員の資質の向上を図るため、毎年１回研修を開催すること。 

（２）推進員が第２条各号の活動を行うために必要な情報の提供を行うこと。 

（３）第３条に定める連携が確保されるよう、市町村等に協力を求めること。 

（４）その他必要と認められる事項に関すること。 

 

（活動状況の報告） 

第９条 推進員は、別記様式第１号により活動状況を年度ごとに県に報告するもの

とする。 

 

（経 費） 

第１０条 推進員の活動にかかる経費（第８条第１項第１号に規定する研修の参加

費を除く）については、推進員の負担とする。 

 

（庶 務） 

第１１条 推進員に関する庶務は、男女参画・協働推進課において処理する。 

 

附則 この要項は、平成２１年４月２３日から施行する。 

附則 この要項の改正は、平成２３年５月３０日から施行する。 

附則 この要項の改正は、平成２５年４月４日から施行する。 

附則 この要項の改正は、平成２７年５月１９日から施行する。 

附則 この要項の改正は、平成３０年６月１日から施行する。 

附則 この要項の改正は、令和８年２月９日から施行する。
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（別記様式１号） 

  年  月  日  

 

熊本県男女共同参画推進員活動状況報告書 

（    年度分） 

 

推進員名          

（居住市町村      ） 

１ 活動内容 

 時期（月日）        活  動  の  内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特記事項（県に提案する意見・要望等があれば御記入ください） 

 

 

 

 

※当該報告書の内容については、必要に応じて、県関係課及び居住市町村等に提供

する場合がありますので御了承ください。 


